
 

 

排せつ管理支

援用具 
ストーマ装

具(蓄便袋) 

 

ストーマ造設者 8,600 １箇月 低刺激性の粘着

剤を使用した密

封型又は下部開

放型の収納袋と

する。 

低刺激性の粘着

剤を使用した密

封型の収納袋で

尿処理用のキャ

ップ付きとする

。 

        

  

ストーマ装

具(蓄尿袋) 

ストーマ造設者 11,300 １箇月 

紙おむつ等(

紙おむつ，

洗腸装具，

サラシ・ガ

ーゼ等衛生

用品) 

 

おおむね3歳以上であ

って，次の各号のい

ずれかに該当する者 

(1) 治療によって軽

快の見込みのない

ストーマ周辺の皮

膚の著しいびら

ん，ストーマの変

形のためストーマ

用装具を装着でき

ない者で，紙おむ

つ等の用具類を必

要とする者 

(2) 先天性疾患(先

天性鎖肛を除く。)

に起因する神経障

害による高度の排

尿機能障害又は高

度の排便機能障害

のある者で，紙お

むつ等の用具類を

必要とする者 

(3) 先天性鎖肛に対

する肛門形成術に

12,000 １箇月 フラット型，テー

プ型，パンツ型，

パット型等とする

。 



 

起因する高度の排

便機能障害のある

者で，紙おむつ等

の用具類を必要と

する者 

(4) おおむね3歳未

満で発症した脳性

まひ等により四肢

機能障害又は体幹

機能障害を有する

身体障害者であっ

て，次の状態のい

ずれにも該当し，

排尿又は排便の意

思表示が困難な者

で，紙おむつ等の

用具類を必要とす

る者 

ア 自力でトイレ

に行けないこ

と。 

イ 自力で便座(排

便補助具の使用

を含む。)に座る

ことができない

こと。 

ウ 介助による定時

排せつをすることが

できないこと。 

 


